
「千早並木広場花火夜市」参加のご案内 

 

 

 

 

 １ 事 業 名  「千早並木広場花火夜市」 

 

 ２ 開催日時  平成 23 年 9 月 3 日（土）17：00～21：00 

          雨天の場合は，翌日 4日（日）17：00～21：00 に順延 

 

 ３ 会  場  千早並木広場（福岡市東区千早駅西側） 

 

４ 主  催  千早並木広場活用検討協議会 

        （事務局：福岡市住宅都市局都市づくり推進部地域計画課） 

 

 5 募集内容  移動販売車による販売 

           （移動販売に関する保健所の営業許可を取得しているもの） 

 

 6 参加申込み 

（１）移動販売車部門・・別紙「移動販売車出店申込書」 

・１２台を募集  出店料 4,000 円／台  

 

（２）共通事項 

○設備、会場レイアウト、出店関係 

・電気の供給はできかねます。必要な場合は持ち込みとなります。 

・水道は使用できます。 

・移動販売車の位置は，主催者で決定させていただきます。 

・飲食関連の販売に伴う臨時営業許可や食品衛生法に基づく許可等，出店

者個々の営業に必要な許認可等は，出店者の方で対応願います。 

・公序良俗に反する物品の販売・販売行為はお断りします。 

 ○出店料関係 

・出店料は，参加確定後に指定の口座に振込みをお願いします。 

・参加者の都合で出店を取り消す場合，振込済の出店料は還付できません

ので，ご了承ください。 

・雨天等により主催者が中止を決定した場合は，還付にかかる振込手数料

を差し引いて還付します。なお，中止に伴う損害が生じた場合，補償で

きかねますので，ご留意ください。 

 

 

 

 

千早並木広場は，千早駅西口より国道 3 号線まで伸びる香椎副都心

の中心軸で，シンボル的空間として，幅４０ｍの広場がつながります。 

この広場の管理運営は，地域が主体的に参画し，ソフト面からまち

を支えていく仕組みを，イベントをとおして検討しています。 

まちのにぎわいを作る継続的なイベントを具体的に検討するため，

ミニイベントを開催します！ 



 

 ○暴力団排除 

・暴力団の利益になる参加は認められません。また，参加決定にあたり，

警察と協議する場合があります。 

・参加決定後，警察との協議結果により決定を取り消す場合があります。 

 

 ８ 参加申込み 

 申込書に必要事項を記入のうえ，直接ご提出いただくか，郵送，ＦＡＸ

またはＥメールでお申し込みください。 

 

 ９ 申込み期限  平成 23 年 8 月 15 日（月）必着 

 

 10 申込み後の流れ 

 決定後，決定通知書を平成 23 年 8 月 19 日（金）までに送付します。 

決定通知書と振込等の手続き案内をお送りします。 

 

 11 その他 

    雨天時のイベント開催については、「第２１回 FUKUOKA 東区花火大会」の

開催の状況をもとに、下記のとおり決定いたします。 

【順延の決定】 9/3（土）が雨天の予報により 9/4（日）に順延する場合は， 

9/3（土）14：00 に事務局で判断し，緊急連絡先あてに順延の 

連絡をいたします。 

【中止の決定】 9/4（日）が雨天の予報により安全確保のため中止する場合

は，9/4（日）14：00 に事務局で判断し，緊急連絡先あてに 

中止の連絡をいたします。 

 

 12 申込み先  千早並木広場活用検討協議会事務局 

         〒810-8620 福岡市中央区天神 1-8-1 福岡市役所地域計画課 

                電話：092-711-4430  FAX：092-733-5590 

                Email: chihaya-namiki@city.fukuoka.lg.jp 

 

13 千早並木広場の場所， 

   ○住所：福岡市東区千早 4丁目地内 

 

 
並木広場 


